
岡山畜産便り 1963.04 

事業を開始する 県営乳牛育成場 

 
 36 年度から広大な蒜山原（真庭郡川上村八束村）

で行なわれている大規模草地改良事業の一環として、

川上村の三木ヶ原にこのほど県営乳牛育成場の施設

が完成し、いよいよこの５月下旬から地元のジャー

ジー牛の預託育成事業が開始される。施設は草地・

牧道等が基盤整備事業として、牧舎および牧柵等利

用施設とともに 36、37 年度事業として完成をみてい

る。 

 同施設および事業計画の概要を紹介するとつぎの

とおりである。 

１、位  置 

 真庭郡川上村上福田（三木原団地） 

（交通機関 姫新線中国勝山駅より中鉄バス上福

田行） 

２、用地面積  100ha 

３、事業内容 

 ① 育成牛預託放牧（期間５月～10 月収容計画頭

数 200 頭） 

 ② 採草利用 

４、施設概要（・印は予定計画） 

 ① 基盤整備事業 

  草  地  77ha 

  道  路  1,651ｍ 

  飲雑用水  4,471ｍ 

  電気導入   200ｍ 

 ② 利用施設 

 ・事務所    １棟 

  牧  柵  1,200ｍ 

  電気牧柵  2,000ｍ 

  牧野樹林   20ha 

  牧  舎   ２棟 

  看視舎    ２棟 

  駆虫施設  １ヵ所 

  農具舎    １棟 

 ・倉 庫    １棟 

  給塩施設  ８ヵ所 

  その他 

５、運営計画 

 ① 預託牛の資格 

  生後７ヵ月以上～24 ヵ月の未経産牛及び乾乳牛

で、預託前１ヵ月以内に家畜伝染病予防法に規定さ

れた検査に合格し、預託時の健康検査に合格したも

の。（昭和 38 年度に限り生後 10ヵ月～15ヵ月の育成

牛とする。） 

 ② 預託申請者 

  市町村、農業

協同組合又は農業

協同組合連合会。 

 ③ 預託申請 

  預託申請書に

次に掲げる書類を

添えて２部を知事

に提出する。 

  業務管理規則

の規定に基づいて

誓約書、検査証、

家畜共済保健の受

診証を提出。 

 

計画の概要 

（１）土地利用計画 
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（２）育成計画 

 

 

 

（３）草地の管理と生産量 

 ◎管理 

 （イ）追 肥  草地肥料（６号）600 ㎏年２回以

上 

 （ロ）掃除刈  年１回以上 

 （ハ）土壌改良 灰カル 1,200 ㎏ 年 1 回以上 

 ◎生産目標数量 

 集約草地 ha 当り 

  放牧利用地  30 トン 

  採草利用地  35 トン（38、39 年は生産量 30

ｔ、40 年以降 35～40ｔ） 

  飼料畑  22 回 

  自然草地  ha 当り 10 トン 

 

（４）職員 ２名（技師補１名） 

 牧夫２名とし、一般作業は臨時人夫による。 

 

（５）預託料金 

 


